
発 達 障 害 児（ 者 ）へ の 継 続 的 支 援 の 為 に「（ 仮

称 ） パ ー ソ ナ ル ノ ー ト 」 の 活 用 を  

 

   質 問 者  下  野  義  子  

 

発 達 障 害 児 （ 者 ） に と っ て は 、 乳 幼 児 期 か

ら 学 齢 期 、 就 労 期 ま で 、 福 祉 ・ 保 健 ・ 教 育 ・

就 労 な ど の 関 係 機 関 の 連 携 と 個 別 の ニ ー ズ に

あ っ た 支 援 が 継 続 的 に な さ れ る 事 が 大 切 で あ

る 。 そ れ ぞ れ の 時 期 に 携 わ る 支 援 者 が 、 適 切

な 支 援 に 繋 げ て い け る よ う 、 ラ イ フ ス テ ー ジ

ご と に 蓄 積 さ れ た そ の 人 の 情 報 を 共 有 で き る

ツ ー ル と し て「（ 仮 称 ）パ ー ソ ナ ル ノ ー ト 」を

1 人 に 1 冊 作 成 し 、 活 用 す べ き と 考 え る 。 町

長 、 教 育 長 の 所 見 を 伺 う 。  


